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令
和
八
年
六
月
十
九
日

第

七

百

四

号

増

刊
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再
　
　
　
掲

○
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関

　
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

　
福
岡
県
条
例
の
公
布
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す

る
。

　
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　
令
和
八
年
六
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
馬
　
場
　
貞
　
仁
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
　
　
　

　
　
　
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

則
（
昭
和
六
十
三
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
三
条
第
一
項
中
「
住
居
手
当
及
び
配
偶
者
手
当
」
を
「
在
外
住
居
手
当
、
同
行
配
偶
者
手
当
、
同

行
子
女
手
当
及
び
在
外
単
身
赴
任
手
当
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機

関
等
に
派
遣
さ
れ
る
福
岡
県
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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